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別紙第９

避難受入段階の計画

要旨 他都道府県から避難住民等を受け入れる段階では、県と受入地域市町村で受入、救

援を行います。

また、安否情報を速やかに収集、整理、提供します。

関連する計画等

県 運送計画（運送力配分計画、道路使用計画、運送実施計画）、医療等提供計画、

搬送計画、し尿処理計画、応急教育計画、学用品の調達及び給与計画

避難所等の衛生管理マニュアル、避難所管理・運営マニュアル

指定地方 国民保護業務計画

公共機関

避難タイプとの関係

大規模 中規模 小規模

避難タイプによる違いはなく、共通です。

要避難都道府県、受入市町村との協議、避難生活段階の計画に準じた救援を行います。

１ 状況
(1) 期間

ア 対象期間

平素

事 準備
態 ← 都道府県の区域を越える避難が指示され、受入協議を受けたと

へ 避難 避 き

の 難

対 生活 受

処 入

復帰

← 避難の指示が解除され、避難住民等の復帰の完了

復旧・復興
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イ この期間に予想される状況と留意点

他都道府県からの避難住民等は、受入地域で避難生活をおくり、県と受入地域の市町村等

は協力して避難住民等の受入、救援を行います。

受入地域においては、危険性、緊急性や武力攻撃災害発生の可能性は比較的低い状況です

が、避難の長期化も予想されることから、的確かつ迅速な救援が最重要となります。

また、避難住民等の再避難や武力攻撃災害の対処の準備、受入に伴う社会的混乱の防止等

が必要です。

(2) 別紙第１「情報計画」参照

２ 構想

(1) 活動方針

県は、避難住民等の受入、配分等を決定し、必要な救援を行います。

この際、関係機関と連携し、市町村が行う避難住民等の受入と受入地域住民への周知につい

ての支援を重視します。

(2) 実施要領

ア 受入地域の決定

都道府県の区域を越える避難において、県内に避難先地域が定められたときは、速やかに

受入地域を決定し、避難元の都道府県知事に通知します。

イ 情報の的確かつ迅速な収集、受入決定及び住民への提供

避難住民等の受入、救援に必要な情報等について、的確かつ迅速に収集し、市町村、関係

機関・団体と共有するとともに、受入地域住民へ周知します。

ウ 実施体制の活動

県は、市町村、関係機関・団体と連携し、避難住民等の受入、救援体制へ移行します。

県対策本部は、避難住民等の受入を総合的に推進します。

エ 再避難・復帰の準備

「６ 避難生活段階」に準じて、再避難・復帰の準備を行います。

オ 救援の実施

「６ 避難生活段階」に準じて、避難住民等に対する救援を実施します。

カ 武力攻撃災害の対処準備及び対処

「６ 避難生活段階」に準じて、武力攻撃災害の対処準備、防除、軽減及び被害の応急復

旧を実施します。

キ 住民生活の安定確保

「６ 避難生活段階」に準じて、生活関連物資等の価格安定、生活基盤の確保等必要な予

防、対処等を行います。
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３ 各機関の役割
(1) 県

機 関 名 事務又は業務の大綱

共 通 １ その他知事の命ずる事項、または対策本部長の求める事項

統轄監 １ 国民保護に関する広報

２ 報道機関との連絡調整、放送要請

３ 庁舎の管理、運用、調査

防災局 １ 受入のための県対策本部の設置、運営

２ 避難住民等の受入、救援に係る自衛隊及び関係機関との連絡調整

３ 受入、救援に係る市町村の連絡調整

４ 特殊標章等の交付、使用許可

５ 安否情報等の収集及び通信連絡の総括

６ 本部における通信施設の保全

７ 前各号のほか国民保護措置の総合調整

総務部 １ 国民保護に関する広聴

２ 公有財産の管理、運用、調査

３ 仮庁舎の設営

４ 職員の服務、給与に関すること

５ 国民保護措置関係予算その他財務に関すること

６ 避難住民等の県税の減免、徴収猶予

７ 人権の擁護の確保

８ 県議会に関すること（臨時議会の招集）

９ 職員の動員、派遣要請、受入

10 職員の安否、補償

11 関東地区所在政府機関との連絡調整、情報収集

12 関西地区所在政府機関との連絡調整、情報収集

13 東海地区所在政府機関との連絡調整、情報収集

企画部 １ 駅、空港等、避難住民の受入支援

２ 鳥取情報ハイウェイの被害に関すること

３ 私立学校に関すること

４ 市町村の行財政運営の支援

文化観光局 １ 安否情報等の収集等

２ 外国人に対する広報、避難、救援

福祉保健部 １ 救援物資の確保、運送及び配分

２ 避難所の運営

３ 災害時要援護者（外国人除く）の安全確保 及び支援

４ 義援金品の収配等

５ 医療救援、助産（人員、医薬品、医療用資機材等）活動

６ 保健衛生に関すること
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機 関 名 事務又は業務の大綱

生活環境部 １ 上下水の供給及び応急給水

２ 有害物質使用事業所に関すること

３ へい獣処理

４ 廃棄物の処理に係る調整

５ 生活関連物資の需給

６ 死体の処理及び埋葬等

７ 入浴施設の確保

８ 食品衛生、食中毒防止、水質検査等

９ 受入用住宅（県営住宅、応急仮設住宅を含む）の供給

10 建築制限、緩和

商工労働部 １ トラックその他物資輸送手段の確保、手配

２ 避難住民の就職支援

農林水産部 １ 避難住民に対する食品の確保、供給

２ 農林水産業団体との連絡調整

３ 農林水産施設等の保全

４ 営農指導及び家畜防疫

５ 応急仮設住宅用資材及び応急修理資材の調達

６ 農道、林道状況の把握、確保（広域、農免農道を除く）

７ 漁船に関すること

８ 漂流物等に関する情報収集

県土整備部 １ 道路状況の把握、確保

２ 空港、港湾施設等の把握、確保

３ 市街地状況の把握、対策

４ 公共施設用地の供与、土地等の使用

５ 土木等資材の需給対策

６ 支障となる工作物の除去
７ 避難生活用の物資運送のための道路、空港、港湾、漁港施設の管理運

用

８ 避難生活中の公共土木施設の管理運用

９ 応急公用負担等

会計管理者 １ 国民保護措置の実施に要する費用の出納及び物品の購入契約

２ 県有車両（警察車両及び軽自動車を除く）の管理、運用

総合事務所 １ 現地対策本部が設置された場合の対策本部事務の一部の実施

企業局 １ 中国電力からの情報収集及び中国電力への要請

２ 県営発電施設・県営工業用水施設の保全措置
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機 関 名 事務又は業務の大綱

病院局 １ 県立病院の医療救護活動

教育委員会 １ 文教施設の保全

２ 避難・被災児童及び生徒の救援及び応急教育

３ 避難・被災児童及び生徒の学用品の供給

４ 避難所の確保

５ 避難所の開設、運営に対する協力

６ 文化財の保護

７ 授業料等の減免、徴収及び猶予

選挙管理委員会事務局 １ 武力攻撃事態等における県各部局の応援

監査委員事務局

人事委員会事務局

地方労働委員会事務局

鳥取海区漁業調整委員会事務局

警察本部 １ 情報の収集・分析

２ 関係機関との協力

３ 避難住民等の安全確保、誘導

４ 受入地域、避難所等の警戒

５ 受入等に係る交通規制

６ 避難住民等に対する支援活動

７ 武力攻撃災害に係る応急措置の実施

８ 避難住民等の救出救助

９ 被災、安否情報の収集・伝達

10 関係都道府県警察との協力

11 警備用装備資機材の調達

12 警察通信の確保

13 特殊標章等の交付、使用許可

(2) 市町村

機 関 名 事務又は業務の大綱

市町村 １ 受入のための市町村対策本部の設置

２ 受入の実施

３ 救援の実施、補助

４ 安否情報の収集、整理、報告、提供

５ 武力攻撃災害対処措置の実施

６ 緊急通報の伝達、通知

７ 退避の指示、警戒区域の設定等

８ 廃棄物の処理

９ 被災情報の収集、報告

10 生活関連物資等の価格安定措置

11 水の安定供給

12 消防、救急、救助の実施

13 住民等への情報の提供
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(3) 指定地方行政機関

機 関 名 事務又は業務の大綱

共 通 １ 本文「第３章 関係機関の事務又は業務の大綱」に示す業務のうち避

難受入段階において実施すべき業務

(4) 自衛隊

機 関 名 事務又は業務の大綱

陸上自衛隊 １ 国民保護措置の準備、実施

(1) 住民の避難誘導に関する措置

海上自衛隊 (2) 避難住民等の救援に関する措置

(3) 武力攻撃災害への対処に関する措置

航空自衛隊 (4) 応急の復旧に関する措置

(5) 指定公共機関

機 関 名 事務又は業務の大綱

共 通 １ 本文「第３章 関係機関の事務又は業務の大綱」に示す業務のうち避

難受入段階において実施すべき業務

(6) 指定地方公共機関

機 関 名 事務又は業務の大綱

共 通 指定公共機関に準じます。

４ 活動要領
(1) 情報

別紙第５「避難段階の計画」に準じて警報、避難措置指示等の内容及び住民の避難に関する

情報を、別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて避難住民等の救援に関する情報を収集、整

理、提供します。

(2) 実施体制

別紙第４「避難準備段階の計画」に準じて県対策本部など、受入体制を整備します。

県対策本部は、受入、配分等を決定し、受入、救援等に係る連絡調整を行います。

(3) 補給支援

別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて避難住民等に対する補給支援を実施します。

(4) 輸送

別紙第５「避難段階の計画」に準じて、避難住民等の受入を行い、別紙第６「避難生活段階

の計画」に準じて、避難住民等の救援に関する緊急物資等の輸送を実施します。



- 9-7 -

鳥取県国民保護計画

別紙第９「避難受入段階の計画」

(5) 衛生

別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて、避難住民等の衛生を確保します。

(6) 施設

別紙第５「避難段階の計画」、別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて、避難住民等を受

け入れ、収用施設等を提供します。

(7) 人に関すること

別紙第５「避難段階の計画」に準じて、職員の確保、被災者・遺体の捜索、救出、埋葬、火

葬、遺体の処理等を行います。

(8) 武力攻撃災害に伴う被害の最小化

別紙第４「避難準備段階の計画」に準じて、武力攻撃災害の予防、対処準備を実施し、武力

攻撃災害が発生したときは、別紙第３「緊急避難段階の計画」に準じて、武力攻撃災害対処を

行います。

(9) 国民生活の安定に関する措置

別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて、国民生活安定措置を実施します。

(10)広報、広聴活動

別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて、避難住民等及び受入地域住民に対する広報、広

聴活動を実施します。

５ その他
別紙第６「避難生活段階の計画」に準じて、応急教育等を実施・要請します。


